
高
圧
ガ
ス
保
安
法
規
集

第
十
九
次
改
訂
版

正
誤
表

次
の
内
容
に
欠
落
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。
追
加
の
う
え
、

ご
使
用
く
だ
さ
い
。

一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則

別
表
第
三

３
の
２
～
５

一
／
六
頁

検

査

項

目

保

安

検

査

の

方

法

３
の
２

製
造
設
備
が
移
動
式
製
造
設
備
で
あ
る

製
造
施
設

一

第
八
条
第
一
項
第
四
号
の
特
定
不
活
性
ガ

ス
の
製
造
施
設
の
消
火
設
備

一

特
定
不
活
性
ガ
ス
の
製
造
施
設
の
消
火
設
備
の
設
置
状
況
を

目
視
及
び
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。

４

製
造
設
備
が
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
移

動
式
製
造
設
備
で
あ
る
製
造
施
設
の
場
合

一

第
八
条
第
三
項
で
準
用
す
る
第
八
条
第
一

項
第
一
号
の
製
造
施
設
の
付
近
の
引
火
性
物

質
等
の
状
況

一

製
造
施
設
の
周
辺
に
つ
い
て
、
引
火
性
又
は
発
火
性
物
質
の
有

無
を
目
視
に
よ
り
検
査
す
る
。

二

第
八
条
第
三
項
で
準
用
す
る
第
八
条
第
一

項
第
二
号
の
警
戒
標

二

警
戒
標
の
掲
示
の
状
況
及
び
維
持
管
理
状
況
を
目
視
に
よ
り

検
査
す
る
。

三

第
八
条
第
三
項
で
準
用
す
る
第
六
条
第
一

項
第
十
一
号
の
高
圧
ガ
ス
設
備
の
耐
圧
性
能

及
び
同
項
第
十
三
号
の
高
圧
ガ
ス
設
備
の
強

度

三

高
圧
ガ
ス
設
備
の
耐
圧
性
能
及
び
強
度
に
係
る
検
査
は
、
耐
圧

性
能
及
び
強
度
に
支
障
を
及
ぼ
す
摩
耗
、
劣
化
損
傷
そ
の
他
の
異

常
が
な
い
こ
と
を
目
視
及
び
非
破
壊
検
査
（
肉
厚
測
定
を
含
む
。）

に
よ
り
検
査
す
る
。

四

第
八
条
第
三
項
で
準
用
す
る
第
六
条
第
一

項
第
十
二
号
の
高
圧
ガ
ス
設
備
の
気
密
試
験

四

高
圧
ガ
ス
設
備
を
運
転
状
態
若
し
く
は
運
転
を
停
止
し
た
状

態
又
は
耐
圧
性
能
の
確
認
後
の
組
立
状
態
に
お
け
る
気
密
試
験

用
設
備
を
用
い
た
常
用
の
圧
力
以
上
の
圧
力
で
行
う
気
密
試
験

又
は
そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。

五

第
八
条
第
三
項
で
準
用
す
る
第
八
条
第
一

項
第
四
号
の
酸
素
の
製
造
施
設
の
消
火
設
備

五

酸
素
の
製
造
施
設
の
消
火
設
備
の
設
置
状
況
及
び
維
持
管
理

状
況
を
目
視
及
び
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。

六

第
八
条
第
三
項
で
準
用
す
る
第
六
条
第
一

項
第
四
十
二
号
イ
の
容
器
置
場
の
警
戒
標

六

容
器
置
場
の
警
戒
標
の
掲
示
の
状
況
及
び
維
持
管
理
状
況
を

目
視
に
よ
り
検
査
す
る
。

七

第
八
条
第
三
項
で
準
用
す
る
第
六
条
第
一

項
第
四
十
二
号
ハ
の
容
器
置
場
の
第
一
種
置

場
距
離
及
び
第
二
種
置
場
距
離

七

容
器
置
場
の
外
面
か
ら
第
一
種
保
安
物
件
及
び
第
二
種
保
安

物
件
に
対
す
る
距
離
を
巻
尺
そ
の
他
の
測
定
器
具
を
用
い
た
測

定
又
は
図
面
に
よ
り
検
査
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
測
定
に
お
い
て
、

規
定
の
距
離
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
目
視
に
よ
り
容
易
に
判

定
で
き
る
場
合
に
限
り
、
目
視
に
よ
る
検
査
に
代
え
る
こ
と
が
で

き
る
。



二
／
六
頁 

検 

査 

項 

目 

保

安

検

査

の

方

法

 
八 
第
八
条
第
三
項
で
準
用
す
る
第
六
条
第
一

項
第
四
十
二
号
ニ
の
容
器
置
場
の
障
壁 

八 

容
器
置
場
の
障
壁
の
設
置
状
況
及
び
維
持
管
理
状
況
を
目
視

及
び
図
面
に
よ
り
検
査
す
る
。 

九 

第
八
条
第
三
項
で
準
用
す
る
第
六
条
第
一

項
第
四
十
二
号
ホ
の
充
塡
容
器
等
の
容
器
置

場
に
講
じ
た
直
射
日
光
を
遮
る
た
め
の
措
置 

九 

酸
素
の
充
塡
容
器
等
の
容
器
置
場
に
講
じ
た
直
射
日
光
を
遮

る
た
め
の
措
置
の
状
況
を
目
視
に
よ
る
ほ
か
、
図
面
又
は
記
録
に

よ
り
検
査
す
る
。 

十 

第
八
条
第
三
項
で
準
用
す
る
第
六
条
第
一

項
第
四
十
二
号
リ
の
二
階
建
の
容
器
置
場
の

構
造 

十 

二
階
建
の
容
器
置
場
の
構
造
を
巻
尺
そ
の
他
の
測
定
器
具
を

用
い
た
測
定
又
は
図
面
に
よ
り
検
査
す
る
。 

十
一 

第
八
条
第
三
項
で
準
用
す
る
第
六
条
第

一
項
第
四
十
二
号
ヌ
の
酸
素
の
容
器
置
場
の

消
火
設
備 

十
一 

酸
素
の
容
器
置
場
の
消
火
設
備
の
設
置
状
況
及
び
維
持
管

理
状
況
を
目
視
及
び
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。 

十
二 

第
八
条
第
三
項
第
一
号
の
充
塡
ホ
ー
ス

の
材
料 

十
二 

充
塡
ホ
ー
ス
に
使
用
さ
れ
て
い
る
材
料
を
記
録
又
は
図
面

に
よ
り
検
査
す
る
。 

十
三 

第
八
条
第
三
項
第
二
号
の
容
器
の
配
管

に
講
じ
た
安
全
に
、
か
つ
、
速
や
か
に
遮
断

す
る
た
め
の
措
置 

十
三 

容
器
の
配
管
に
講
じ
た
酸
素
の
液
化
ガ
ス
が
漏
え
い
し
た

と
き
に
安
全
に
、
か
つ
、
速
や
か
に
遮
断
す
る
た
め
の
措
置
の
状

況
を
目
視
に
よ
り
検
査
し
、
当
該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は

そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。 

十
四 

第
八
条
第
三
項
第
三
号
の
誤
発
進
防
止

措
置 

十
四 

誤
発
進
防
止
措
置
の
設
置
状
況
を
目
視
及
び
図
面
に
よ
り

検
査
し
、
当
該
誤
発
進
防
止
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の

記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。 

十
五 

第
八
条
第
三
項
第
四
号
の
移
動
式
製
造

設
備
の
停
止
場
所 

十
五 

移
動
式
製
造
設
備
の
停
止
場
所
を
目
視
及
び
図
面
に
よ
り

検
査
す
る
。 

十
六 

第
八
条
第
三
項
第
五
号
の
コ
ー
ル
ド
・

エ
バ
ポ
レ
ー
タ
と
移
動
式
製
造
設
備
と
の
距

離 

十
六 

移
動
式
製
造
設
備
の
停
止
場
所
と
コ
ー
ル
ド
・
エ
バ
ポ
レ
ー

タ
と
の
距
離
を
目
視
又
は
図
面
そ
の
他
の
書
面
に
よ
り
検
査
す

る
。 

５ 

製
造
設
備
が
移
動
式
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
で

あ
る
製
造
施
設
の
場
合 

 

一 

第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
で
準
用
す
る

第
六
条
第
一
項
第
十
一
号
の
高
圧
ガ
ス
設
備

の
耐
圧
性
能
及
び
同
項
第
十
三
号
の
高
圧
ガ

ス
設
備
の
強
度 

一 

高
圧
ガ
ス
設
備
の
耐
圧
性
能
及
び
強
度
に
係
る
検
査
は
、
耐
圧

性
能
及
び
強
度
に
支
障
を
及
ぼ
す
摩
耗
、
劣
化
損
傷
そ
の
他
の
異

常
が
な
い
こ
と
を
目
視
及
び
非
破
壊
検
査
（
肉
厚
測
定
を
含
む
。）

に
よ
り
検
査
す
る
。 

二 

第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
で
準
用
す
る

第
六
条
第
一
項
第
十
二
号
の
高
圧
ガ
ス
設
備

の
気
密
試
験 

二 

高
圧
ガ
ス
設
備
を
運
転
状
態
若
し
く
は
運
転
を
停
止
し
た
状

態
又
は
耐
圧
性
能
の
確
認
後
の
組
立
状
態
に
お
け
る
気
密
試
験

用
設
備
を
用
い
た
常
用
の
圧
力
以
上
の
圧
力
で
行
う
気
密
試
験

又
は
そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。 

三 

第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
で
準
用
す
る

第
六
条
第
一
項
第
十
四
号
の
ガ
ス
設
備
に
使

用
さ
れ
て
い
る
材
料 

三 

ガ
ス
設
備
に
使
用
さ
れ
て
い
る
材
料
を
記
録
又
は
図
面
に
よ

り
検
査
す
る
。 
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四 

第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
で
準
用
す
る

第
六
条
第
一
項
第
十
八
号
の
高
圧
ガ
ス
設
備

の
温
度
計
等 

四 

高
圧
ガ
ス
設
備
の
温
度
計
の
設
置
状
況
を
目
視
、
図
面
等
に
よ

り
検
査
し
、
当
該
温
度
計
の
精
度
を
温
度
計
精
度
確
認
用
器
具
を

用
い
た
測
定
又
は
そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
し
、
か
つ
、
当
該
設
備

内
の
温
度
が
常
用
の
温
度
を
超
え
た
場
合
に
、
直
ち
に
常
用
の
温

度
の
範
囲
内
に
戻
す
た
め
の
措
置
の
状
況
を
目
視
、
図
面
等
に
よ

り
検
査
し
、
当
該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記
録
に
よ

り
検
査
す
る
。 

五 

第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
で
準
用
す
る

第
六
条
第
一
項
第
十
九
号
の
高
圧
ガ
ス
設
備

の
圧
力
計 

五 

高
圧
ガ
ス
設
備
の
圧
力
計
の
設
置
状
況
を
目
視
、
図
面
等
に
よ

り
検
査
し
、
当
該
圧
力
計
の
精
度
を
圧
力
計
精
度
確
認
用
器
具
を

用
い
た
測
定
又
は
そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。 

六 

第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
で
準
用
す
る

第
六
条
第
一
項
第
十
九
号
の
高
圧
ガ
ス
設
備

の
安
全
装
置 

六 

高
圧
ガ
ス
設
備
の
安
全
装
置
の
設
置
状
況
及
び
維
持
管
理
状

況
を
目
視
、
図
面
等
に
よ
り
検
査
す
る
。
バ
ネ
式
安
全
弁
等
作
動

試
験
を
行
う
こ
と
が
可
能
な
装
置
に
つ
い
て
は
、
そ
の
機
能
を
安

全
弁
作
動
試
験
用
器
具
若
し
く
は
設
備
を
用
い
た
作
動
試
験
又

は
そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。 

七 

第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
で
準
用
す
る

第
六
条
第
一
項
第
二
十
六
号
の
高
圧
ガ
ス
設

備
に
係
る
電
気
設
備 

七 

可
燃
性
ガ
ス
の
高
圧
ガ
ス
設
備
に
係
る
電
気
設
備
の
位
置
及

び
当
該
ガ
ス
に
対
し
防
爆
性
能
を
有
す
る
構
造
で
あ
る
こ
と
及

び
維
持
管
理
状
況
を
目
視
に
よ
る
ほ
か
、
図
面
又
は
記
録
に
よ
り

検
査
す
る
。 

八 

第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
で
準
用
す
る

第
六
条
第
一
項
第
三
十
号
の
圧
縮
機
と
圧
縮

ガ
ス
を
容
器
に
充
塡
す
る
場
所
等
と
の
間
の

障
壁 

八 

圧
縮
機
と
十
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
上
の
圧
力
を
有
す
る
圧
縮
ガ

ス
を
充
塡
す
る
場
所
又
は
当
該
ガ
ス
の
充
塡
容
器
の
容
器
置
場

と
の
間
に
設
置
さ
れ
た
障
壁
の
設
置
状
況
及
び
維
持
管
理
状
況

を
目
視
及
び
図
面
に
よ
り
検
査
す
る
。 

九 

第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
で
準
用
す
る

第
六
条
第
一
項
第
三
十
八
号
の
可
燃
性
ガ
ス

の
製
造
設
備
の
静
電
気
を
除
去
す
る
措
置 

九 

可
燃
性
ガ
ス
の
製
造
設
備
に
つ
い
て
、
静
電
気
を
除
去
す
る
措

置
の
状
況
を
目
視
に
よ
る
ほ
か
、
記
録
等
に
よ
り
検
査
す
る
。 

十 

第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
で
準
用
す
る

第
六
条
第
一
項
第
四
十
一
号
の
製
造
設
備
の

バ
ル
ブ
等
の
操
作
に
係
る
措
置 

十 

作
業
員
が
バ
ル
ブ
又
は
コ
ッ
ク
を
適
切
に
操
作
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
な
措
置
の
状
況
を
目
視
に
よ
り
検
査
す
る
。 

十
一 

第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
で
準
用
す

る
第
六
条
第
一
項
第
四
十
二
号
イ
の
容
器
置

場
の
警
戒
標 

十
一 

容
器
置
場
の
警
戒
標
の
掲
示
の
状
況
及
び
維
持
管
理
状
況

を
目
視
に
よ
り
検
査
す
る
。 

十
二 

第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
で
準
用
す

る
第
六
条
一
項
第
四
十
二
号
ハ
の
容
器
置
場

の
第
一
種
置
場
距
離
及
び
第
二
種
置
場
距
離 

十
二 

容
器
置
場
の
外
面
か
ら
第
一
種
保
安
物
件
及
び
第
二
種
保

安
物
件
に
対
す
る
距
離
を
巻
尺
そ
の
他
の
測
定
器
具
を
用
い
た

測
定
又
は
図
面
に
よ
り
検
査
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
測
定
に
お
い

て
、
規
定
の
距
離
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
目
視
に
よ
り
容
易
に

判
定
で
き
る
場
合
に
限
り
、
目
視
に
よ
る
検
査
に
代
え
る
こ
と
が

で
き
る
。 
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十
三 

第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
で
準
用
す

る
第
六
条
第
一
項
第
四
十
二
号
ニ
の
容
器
置

場
の
障
壁 

十
三 

容
器
置
場
の
障
壁
の
設
置
状
況
及
び
維
持
管
理
状
況
を
目

視
及
び
図
面
に
よ
り
検
査
す
る
。 

十
四 

第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
で
準
用
す

る
第
六
条
一
項
第
四
十
二
号
ホ
の
充
塡
容
器

等
の
容
器
置
場
に
講
じ
た
直
射
日
光
を
遮
る

た
め
の
措
置 

十
四 

可
燃
性
ガ
ス
の
充
塡
容
器
等
の
容
器
置
場
に
講
じ
た
直
射

日
光
を
遮
る
た
め
の
措
置
の
状
況
を
目
視
に
よ
る
ほ
か
、
図
面
又

は
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。 

十
五 

第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
で
準
用
す

る
第
六
条
第
一
項
第
四
十
二
号
ヘ
の
容
器
置

場
の
ガ
ス
が
滞
留
し
な
い
構
造 

十
五 

可
燃
性
ガ
ス
の
容
器
置
場
の
ガ
ス
が
漏
え
い
し
た
と
き
滞

留
し
な
い
構
造
を
目
視
に
よ
る
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
図
面
又
は
記

録
に
よ
り
検
査
す
る
。 

十
六 

第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
で
準
用
す

る
第
六
条
第
一
項
第
四
十
二
号
リ
の
二
階
建

の
容
器
置
場
の
構
造 

十
六 

二
階
建
の
容
器
置
場
の
構
造
を
巻
尺
そ
の
他
の
測
定
器
具

を
用
い
た
測
定
又
は
図
面
に
よ
り
検
査
す
る
。 

十
七 

第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
で
準
用
す

る
第
六
条
第
一
項
第
四
十
二
号
ヌ
の
可
燃
性

ガ
ス
の
容
器
置
場
の
消
火
設
備 

十
七 
可
燃
性
ガ
ス
の
容
器
置
場
の
消
火
設
備
の
設
置
状
況
及
び

維
持
管
理
状
況
を
目
視
及
び
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。 

十
八 

第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
で
準
用
す

る
第
七
条
の
三
第
一
項
第
三
号
の
緊
急
時
に

遮
断
す
る
た
め
の
措
置 

十
八 

配
管
に
講
じ
た
緊
急
時
に
圧
縮
水
素
の
供
給
を
遮
断
す
る

た
め
の
措
置
の
状
況
を
目
視
に
よ
り
検
査
し
、
当
該
措
置
の
機
能

を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。 

十
九 

第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
で
準
用
す

る
第
七
条
の
三
第
一
項
第
五
号
の
デ
ィ
ス
ペ

ン
サ
ー
に
設
置
さ
れ
た
遮
断
装
置 

十
九 

デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
に
設
置
さ
れ
た
遮
断
装
置
を
目
視
に
よ

り
検
査
し
、
当
該
装
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記
録
に
よ

り
検
査
す
る
。 

二
十 

第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
で
準
用
す

る
第
七
条
の
三
第
一
項
第
五
号
の
デ
ィ
ス
ペ

ン
サ
ー
に
講
じ
た
漏
え
い
を
防
止
す
る
た
め

の
措
置 

二
十 

デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
に
講
じ
た
漏
え
い
を
防
止
す
る
た
め
の

措
置
の
状
況
を
目
視
に
よ
る
ほ
か
、
図
面
又
は
記
録
に
よ
り
検
査

す
る
。 

二
十
一 

第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
で
準
用

す
る
第
七
条
の
三
第
一
項
第
六
号
の
配
管
の

設
置
位
置
等 

二
十
一 

配
管
の
設
置
位
置
又
は
配
管
が
設
置
さ
れ
て
い
る
ト
レ

ン
チ
の
構
造
を
目
視
に
よ
り
検
査
す
る
。 

二
十
二 

第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
で
準
用

す
る
第
七
条
の
三
第
一
項
第
七
号
の
ガ
ス
の

漏
え
い
を
検
知
し
、
か
つ
、
警
報
す
る
た
め

の
設
備 

二
十
二 

可
燃
性
ガ
ス
の
製
造
施
設
に
設
置
さ
れ
た
当
該
ガ
ス
の

漏
え
い
を
検
知
し
、
か
つ
、
警
報
す
る
た
め
の
設
備
の
設
置
状
況

及
び
維
持
管
理
状
況
を
目
視
及
び
記
録
又
は
図
面
に
よ
り
検
査

し
、
当
該
設
備
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記
録
に
よ
り
検
査

す
る
。 

二
十
三 

第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
で
準
用

す
る
第
七
条
の
三
第
一
項
第
八
号
の
デ
ィ
ス

ペ
ン
サ
ー
の
屋
根 

二
十
三 

デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
の
屋
根
の
材
料
を
目
視
に
よ
る
ほ
か
、

図
面
又
は
記
録
に
よ
り
検
査
し
、
滞
留
し
な
い
構
造
の
状
況
を
目

視
に
よ
る
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
図
面
又
は
記
録
に
よ
り
検
査
す

る
。 



五
／
六
頁 
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査 

項 

目 

保

安

検

査

の

方

法

 
二
十
四 

第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
で
準
用

す
る
第
七
条
の
三
第
一
項
第
十
一
号
の
圧
縮

水
素
の
過
充
塡
防
止
の
た
め
の
措
置 

二
十
四 

過
充
塡
防
止
の
た
め
の
措
置
の
状
況
を
目
視
及
び
記
録

に
よ
り
検
査
す
る
。 

二
十
五 

第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
で
準
用

す
る
第
七
条
の
三
第
一
項
第
十
三
号
の
圧
縮

水
素
の
流
量
が
著
し
く
増
加
す
る
こ
と
を
防

止
す
る
た
め
の
措
置 

二
十
五 

圧
縮
水
素
の
流
量
が
著
し
く
増
加
す
る
こ
と
を
防
止
す

る
た
め
に
配
管
に
講
じ
た
措
置
の
状
況
を
目
視
に
よ
り
検
査
し
、

当
該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す

る
。 

二
十
六 

第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
で
準
用

す
る
第
七
条
の
三
第
一
項
第
十
三
号
の
配
管

の
常
用
の
圧
力
が
充
塡
容
器
等
の
最
高
充
填

圧
力
未
満
の
場
合
に
当
該
配
管
の
常
用
の
圧

力
以
下
に
減
圧
す
る
た
め
の
措
置 

二
十
六 

配
管
の
常
用
の
圧
力
以
下
に
減
圧
す
る
た
め
に
当
該
配

管
に
講
じ
た
措
置
の
状
況
を
目
視
に
よ
り
検
査
し
、
当
該
措
置
の

機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。 

二
十
七 

第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
で
準
用

す
る
第
七
条
の
三
第
一
項
第
十
五
号
イ
の
蓄

圧
器
の
フ
ル
ラ
ッ
プ
構
造
又
は
フ
ー
プ
ラ
ッ

プ
構
造 

二
十
七 

複
合
構
造
を
有
す
る
圧
縮
水
素
の
蓄
圧
器
の
フ
ル
ラ
ッ

プ
構
造
又
は
フ
ー
プ
ラ
ッ
プ
構
造
を
目
視
に
よ
る
ほ
か
、
必
要
に

応
じ
図
面
又
は
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。 

二
十
八 

第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
で
準
用

す
る
第
七
条
の
三
第
一
項
第
十
五
号
ロ
の
蓄

圧
器
の
劣
化
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置 

二
十
八 

複
合
構
造
を
有
す
る
圧
縮
水
素
の
蓄
圧
器
の
劣
化
を
防

止
す
る
た
め
の
措
置
の
状
況
を
目
視
に
よ
る
ほ
か
、
図
面
又
は
記

録
に
よ
り
検
査
す
る
。 

二
十
九 

第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
で
準
用

す
る
第
八
条
第
一
項
第
二
号
の
警
戒
標 

二
十
九 

警
戒
標
の
掲
示
の
状
況
及
び
維
持
管
理
状
況
を
目
視
に

よ
り
検
査
す
る
。 

三
十 

第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
で
準
用
す

る
第
八
条
第
一
項
第
四
号
の
可
燃
性
ガ
ス
の

製
造
施
設
の
消
火
設
備 

三
十 

可
燃
性
ガ
ス
の
製
造
施
設
の
消
火
設
備
の
設
置
状
況
及
び

維
持
管
理
状
況
を
目
視
及
び
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。 

三
十
一 

第
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
容
器

に
取
り
付
け
ら
れ
た
配
管
に
講
じ
た
遮
断
措

置 

三
十
一 

配
管
に
講
じ
た
遮
断
措
置
の
状
況
を
目
視
に
よ
り
検
査

し
、
当
該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記
録
に
よ
り
検
査

す
る
。 

三
十
二 

第
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号
の
熱
作

動
式
安
全
弁 

三
十
二 

熱
作
動
式
安
全
弁
の
設
置
状
況
を
目
視
、
図
面
等
に
よ
り

検
査
し
、
当
該
熱
作
動
式
安
全
弁
の
機
能
を
図
面
又
は
記
録
に
よ

り
検
査
す
る
。 

三
十
三 

第
八
条
の
二
第
一
項
第
四
号
の
高
圧

ガ
ス
設
備
の
安
全
弁
等
の
放
出
管 

三
十
三 

高
圧
ガ
ス
設
備
の
安
全
弁
又
は
破
裂
板
及
び
熱
作
動
式

安
全
弁
の
放
出
管
の
設
置
状
況
を
目
視
に
よ
り
検
査
す
る
。 

三
十
四 

第
八
条
の
二
第
一
項
第
五
号
の
液
化

水
素
の
超
低
温
容
器
の
負
圧
防
止
措
置 

三
十
四 

液
化
水
素
の
超
低
温
容
器
の
負
圧
防
止
措
置
の
状
況
を

目
視
に
よ
り
検
査
し
、
当
該
負
圧
防
止
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験

又
は
そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。 

三
十
五 

第
八
条
の
二
第
一
項
第
六
号
の
液
化

水
素
の
超
低
温
容
器
の
液
面
計 

三
十
五 

液
化
水
素
の
超
低
温
容
器
に
設
け
ら
れ
た
液
面
計
の
設

置
状
況
を
目
視
に
よ
り
検
査
し
、
当
該
液
面
計
の
機
能
を
作
動
試

験
又
は
そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。 



 

六
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安

検

査

の

方

法

 
三
十
六 

第
八
条
の
二
第
一
項
第
七
号
の
通
報

を
速
や
か
に
行
う
た
め
の
措
置 

三
十
六 

通
報
を
速
や
か
に
行
う
た
め
の
措
置
の
状
況
を
目
視
、
図

面
等
に
よ
り
検
査
し
、
当
該
措
置
の
機
能
を
実
際
に
使
用
し
て
検

査
す
る
。 

三
十
七 

第
八
条
の
二
第
一
項
第
八
号
の
常
用

の
圧
力
が
高
い
蓄
圧
器
又
は
圧
縮
機
か
ら
常

用
の
圧
力
が
低
い
蓄
圧
器
に
圧
縮
水
素
が
流

入
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置 

三
十
七 

常
用
の
圧
力
が
高
い
蓄
圧
器
又
は
圧
縮
機
か
ら
常
用
の

圧
力
が
低
い
蓄
圧
器
に
圧
縮
水
素
が
流
入
す
る
こ
と
を
防
止
す

る
た
め
に
配
管
に
講
じ
た
措
置
の
状
況
を
目
視
に
よ
り
検
査
し
、

当
該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す

る
。 


